
 

 

 

 

 

 
すべての子どもがつながりながら社会的な自立を目指して力を伸ばし合う学校
子ども達の「自立の力」を伸ばすために次の３つを大事にして教育活動を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間、子ども達は「学び合い」「高め合い」「認め合い」を積み重ね、成長してきました。来年度
も子ども達が主体となり、自信を深めていけるよう、教育活動を進めていきます。 
 

卒業式に向けて
卒業式は、６年生が小学校での学習を終え成長した姿を 

お家の方や地域の方に見ていただく式です。そのことを意識 

してどんな姿で式に参加するのか考えて練習をしてきました。 

 こうした儀式的な行事もみんなでつくりあげていきます。 

えがおスポーツパーティー 

 

 

 

 

 
 

スマイル秋祭り 

 

 

 

 

 

思い出みね小ランド 

えがお活動 毎日の授業 

ホームページ随時更新中： http://www.kyoto-be.ne.jp/mineyama-es/ 

峰山学園峰山小学校 

 令和６年３月１９日 
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□子ども達とゴールを共有する。「やってみたい」「できそうだ」 

□ゴールへの到達の仕方を自己決定、自己選択する。「こうしたい」「このやり方ならがんばれる」 

□学習を通しての気づきや発見をお互いの振り返りから学ぶ。「できた」「次はこうしてみよう」 

 



４年夢・未来式～１０才を祝う会～
４年生は「夢・未来式」を迎えるにあたり、これまでの自分を振り返ったり、 

今の自分を見つめ直したりすることから始めました。式の内容も含め、話し 

合いを通して自分達の成長や課題を自覚することができました。当日は多く 

の保護者の皆様に、自分達で会を進めていく姿を見ていただきました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ＰＴＡ年度末総会でもお伝えしましたが、来年度教育活動を進めていく上で以下の５点を変更させて

いただきます。ご理解とご協力をお願いします。 
 

１．下校時刻を早めます 

    今年度より３０分早めます。（水曜日を除く）児童下校後の時間を教材研究や研修の時間にし、 

教育活動の充実を目指します。 
 

２．個人懇談をします。 

    ５月下旬から６月上旬に行っていた家庭訪問を学校での個人懇談にします。担任の移動時間を

削減し、落ち着いて子どもの話ができるようにします。 
 

３．学級懇談会を授業参観後に実施します。 

 夜に実施していた学期末の学級懇談会を授業参観後に設定し、保護者の皆様に参加していただ

きやすくします。それに伴って授業参観の日時も変更します。（６月下旬、１１月下旬の５校時に授業参観） 
 

４．「ことばの教室」の名称を「チャレンジルーム」にします。 

    いさなご小学校と峰山中学校と名称をそろえます。 
 

５．保護者の皆様への連絡は「tetoru」のみとします。 

    PTAメールが廃止されます。お知らせ文書も「tetoru」で配信し、ペーパーレスを目指します。 

■ 離任式 ４月１日（月）８：３０～ 

・いつもの時間に集団登校します。 

・卒業生は通学班とは別登校します。 

自転車は不可です。 

【持 ち 物】上靴 

【下校時刻】９：１５頃予定 

■ 始業式 ４月８日（木）８：３０～ 

・いつもの時間に集団登校です。 

・教科書を渡します。 

【持ち物】ランドセル、筆箱、上靴 

【PTAの予定】 
４日(木) 本部役員会   １８：００ 

1２日(金) 学校教育部会 19:00 
１７日(水) 企画委員会   19:00 
2０日(土) 年度初総会   14:25 
25日(日) 学級懇談会   15:25 

の行事予定 

 １日(月) 離任式 

８日(木) 第１学期始業式(午前中授業) 

 ６日(水) 大掃除 入学式準備(5・6年) 

６日(水) 下校…2～4年11:00 5・6年12:00 

９日（火） 入学式 下校予定11:00 

1０日（水） 給食開始（２～６年） 

１０日(水) １年生 1１:00下校 ２～６年 １３：３０下校 

1１日（木） １年生 １１：００下校 ２～６年 １３:３０下校 

1２日（金） １年生 １１：００下校 

1５日（月） １年給食開始  

１８日（木） 全国学力学習状況調査（６年） 

２０日（土） 授業参観、PTA初総会、学級懇談会 

２２日（月） 振替休業日 

２６日（金） 委員会活動（４～６年） 

29日（月） 昭和の日 

令和６年度からの変更について 

 


